
（別紙様式２）

令和４年５月１日時点の学童クラブ待機児童数 244 人

１　学童クラブの待機児童が発生している原因 ４　これまでの推移

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

小学生児童数 6,240 6,714 7,118 7,612 8,125

増減 ― 474 404 494 513

登録児童数 558 575 585 585 720

増減 ― 17 10 0 135

２　学童クラブの待機児童を解消するための対策 待機児童数 189 190 201 277 205

（１）方針 増減 ― 1 11 76 ▲ 72

５　今後の見込

令和4年度 令和5年度 令和6年度 累計

小学生児童数 8519 8734 9541

（２）具体策 増減 394 215 807

登録児童数 755 774 1252

増減 35 19 478

３　「学童クラブの待機児童を解消するための対策」を講じることによる効果

待機児童数 244 257 0

増減 39 13 ▲ 257 ▲ 205

令和５年度　中央区学童クラブ待機児童対策計画

小学生児童数増加に対し、学童クラブの入所可能数が足りないため。

　児童館に加えて区立小学校内に学童クラブを設置し、放課後子ども教室（プレ

ディ）との一体的な運用を図るとともに、民設民営の学童クラブを誘致するなど

待機児童の解消に努めていく。
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①区立小学校に学童クラブを設置し、入所可能数を確保する。

【設置スケジュール】令和６年４月４校、令和７年４月３校、令和８年４月６校

※放課後子ども教室（プレディ）と一体的に運用。

②民間学童クラブの誘致を進めていく。

　令和５年４月開設　１施設（１支援単位）

　令和６年４月開設の事業者を誘致予定　１施設（３支援単位以内）

待機児童を解消することができるとともに、放課後の子どもの居場所について選

択肢を増やすことができる。

確保策の手法

（当該年度に新規で

実施する手法）


